
  

一般財団法人公園財団は、東日本大震災の犠牲者への追悼と鎮魂や日本の再生に向けた復興への強い

意志を国内外に向けて明確に示すこと等を目的とした、復興の象徴となる「高田松原津波復興祈念公園」

の管理支援業務を受託し、2019 年 9月 1日より業務を開始しました。

当公園は東日本大震災の際の津波により大きな被害を受けた陸前高田市に、津波伝承館（岩手県）、「道

の駅」高田松原（陸前高田市）と

で構成される施設です。

利用開始は令和元年９月２２

日（日）午後になる見込みです。

            公園の様子(令和元年８月３１日撮影)

一部利用開始となる施設：国営追悼･祈念施設の一部（祈りの軸、海を望む場、献花の場、奇跡の一本松）

東日本大震災津波伝承館

道の駅「高田松原」

契約期間：令和元年 8月 6日～令和 2年 3月 31日

所 在 地：岩手県陸前高田市気仙町土手影 地内

東日本大震災からの復興の象徴となる

『高田松原津波復興祈念公園』の管理支援を開始！

令和元年 9 月 2 日


